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■ 学歴・取得学位 

1980(昭和 55)年 3 月 
東京都立大学（現 首都大学東京）法学部法律学科卒

業  法学士 

1982(昭和 57)年 3 月 
東京都立大学大学院社会科学研究科基礎法学専攻 

修士課程修了  法学修士 

1987(昭和 62)年 6 月 
東京都立大学大学院社会科学研究科基礎法学専攻 

博士課程 単位取得退学 
 

■ 主な職歴 

1987(昭和 62)年７月 東京都立大学法学部助手に就任 

1992(平成 4)年 3 月 東京都立大学法学部助手を退職 
 

 

教 育 活 動 
 

■ 主な担当授業科目 

○ 学 部：外国法Ⅰ・Ⅱ 中国語Ⅰ 

○ 大学院：中国法特殊研究（現在閉講中） 
 

■ 教育上の特記事項 

○ 教科書：西村幸次郎編『現代中国法講義』(第 3版)、2008 年 4 月、法律文化

社（第 11 章「司法制度」担当） 

○ 教育活動：特になし 

○ 免許・資格：特になし 
 

 

研 究 活 動 
 

■ 研究分野 

研究分野 現代中国法 

主な研究テーマ 1982 年中国現行憲法の位相 中国人民参審員制度 

キーワード 民主集中制 人民司法 
 

■ 主な著書・論文等 

著書 

○ 西村幸次郎編『グローバル化のなかの現代中国法』[第２版]、 2009 年 11 月、成文堂（第

３章「中国における人民司法の伝統と改革の相克」担当） 



 

論文 

○ 「七八年憲法下の中国人民司法の『転換期』と『正規化』」（上）（中・前）（中・後）（下・

完）2008 年 7月、2009 年 3 月、 2009 年 12 月、2010 年 7月、九州国際大学法学論集第

15 巻第１号、第 15巻第３号、第 16 巻第 2号、第 17巻第 1号 

学会発表 

○ 「『七五年憲法下の中国人民司法』再考－公判・「宣判」大会の位置づけを中心に－」、

2006 年 10 月、日本現代中国学会全国学術大会（自由論題口頭報告） 

その他 

 

■ 大学就任以前の主な業務上の実績 

1989(平成元)年 3 月

－6 月、11 月－翌年 1

月 

中華人民共和国北京市 北京連合大学経済管理学院で

在外研究を行う 

 

■ 主な所属学会 

日本現代中国学会 比較法学会 アジア法学会 民主主義科学者協会法律部会

九州法学会 
 

■ 受賞等 

(     )年  月 特になし 
 

■ 研究助成金による研究 

○ 特になし 
 

 

社会における活動等 
 

○ 特になし 
 

 

大学運営活動等 
 

○ 大学院法学研究科長    2011 年 1 月から 12 月まで（任期） 
 


